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専門科目
教育学部　初等教育学科

必修 選択 自由

教育学入門Ⅰ ２

教育学入門Ⅱ ２

教育研究リテラシーⅠ ２

教育研究リテラシーⅡ ２

教育学演習Ⅰ ２

教育学演習Ⅱ ２

卒業研究Ⅰ ２

卒業研究Ⅱ ２

幼児の教育 ２

教育経営論 ２

特別支援教育総論 ２

初等教育論 ２

中等教育論 ２

日本教育史 ２

西洋教育史 ２

教育社会学 ２

教育方法論 ２

教育行政学 ２

教育心理学 ２

授業研究論 ２

子育て支援論 ２

教育と言語 ２

心の理解 ２

社会を生きる ２

教育研究の基礎 ２

国際社会と教育 ２

日本語教育 ２

質問力を磨くⅠ ２

質問力を磨くⅡ ２

質問力を磨くⅢ ２

質問力を磨くⅣ ２

からだと健康 ２

健康生活とコミュニティ ２

障害者と社会 ２

感性と知性の心理 ２

パーソナリティと適応の心理 ２

他者理解と人間関係の心理 ２

集団の中での心理 ２

生涯学習社会を生きる ２

契約社会を生きる ２

成人と学習 ２

生涯学習の実践 ２

キャリア発達と教育 ２

異文化コミュニケーション ２

多文化教育 ２

移民とグローバリゼーション ２

卒業研究特論 ４

観察実習 ２

心理学概論Ⅰ ２

心理学概論Ⅱ ２

生涯学習概論Ⅰ ２

生涯学習概論Ⅱ ２

生涯学習支援論Ⅰ ２

生涯学習支援論Ⅱ ２

社会教育経営論Ⅰ ２

社会教育経営論Ⅱ ２

社会教育演習 ２

社会教育課題研究 ２

教育調査 ２

質的調査法 ２

科目
区分

授業科目の名称
単位数

備考

専

門

科

目

別表５　Ｐ．40 専門科目　（教育学部・初等教育）

注）着色の詳細は、学則の表紙に記載



必修 選択 自由

科目
区分

授業科目の名称
単位数

備考

教育評価 ２

カリキュラム論 ２

日本語のしくみⅠ ２

日本語のしくみⅡ ２

言語生活Ⅰ ２

言語生活Ⅱ ２

言語と社会活動 ２

日本語教育方法論Ⅰ ２

日本語教育方法論Ⅱ ２

日本語教育実践アプローチ ２

レクリエーション指導（理論） ２

レクリエーション指導演習 ２

レクリエーション現場実習 １

スポーツ方法実習（レクリエーション） １

コーチング概論 ２

スポーツと社会 ２

チームづくりとトレーニング ２

スポーツに関する医学と栄養 ２

教育原理 ２

教職論 ２

教育の制度と経営 ２

心身の発達と学習過程 ２

特別支援教育基礎論 ２

幼児教育課程論 ２

教育課程論 ２

道徳教育の理論と指導法 ２
総合的な学習の時間および特別活動の指導法 ２

ICT活用と教育の方法及び技術 ２

幼児理解の理論と方法 ２

生徒指導・進路指導論 ２

教育相談 ２

体育科概論 ２

体育実技 １

音楽実技 １

国語科概論 ２

音楽科概論 ２

算数科概論 ２

生活科概論 ２

図画工作科概論 ２

英語科概論 ２

社会科概論 ２

家庭科概論 ２

理科概論 ２

幼児と健康 ２

幼児と人間関係 ２

幼児と環境 ２

幼児と言葉 ２

幼児と表現（音楽） ２

幼児と表現（美術） ２

保育内容の指導法（健康Ⅰ） ２

保育内容の指導法（人間関係Ⅰ） ２

保育内容の指導法（環境Ⅰ） ２

保育内容の指導法（言葉Ⅰ） ２

保育内容の指導法（表現Ⅰ） ２

保育内容総論 ２

肢体不自由児の心理・生理・病理 ２

病弱児の心理・生理・病理 ２

知的障害者教育概論 ２

知的障害者指導法 ２

肢体不自由者（重複）の指導法 ２

病弱者（重複）の指導法 ２

知的障害教育課程論 ２

初等教育コースは自由

専

門

科

目

初等教育コース科目

初等教育コース科目

初等教育コース科目

初等教育コース科目

別表５　Ｐ．41 専門科目　（教育学部・初等教育）

注）着色の詳細は、学則の表紙に記載



必修 選択 自由

科目
区分

授業科目の名称
単位数

備考

障害児（肢）の心理 ２

知的障害者等の心理・生理・病理 ２

視覚障害教育概論 １

聴覚障害教育概論 １

重複障害（自閉症等）教育概論 １

ＬＤ等教育総論 ２

総合的な学習概論 ２

書写Ⅰ ２

書写Ⅱ ２

教科指導法（国語） ２

教科指導法（社会） ２

教科指導法（算数） ２

教科指導法（理科） ２

教科指導法（生活） ２

教科指導法（音楽） ２

教科指導法（図画工作） ２

教科指導法（家庭） ２

教科指導法（体育） ２

教科指導法（英語） ２

総合的な学習指導法 ２

国語科教育基礎研究 ２

社会科教育基礎研究 ２

算数科教育基礎研究 ２

理科教育基礎研究 ２

学級経営論 ２

小学校理科実験 ２

日本語学概論Ⅰ ２

日本語学概論Ⅱ ２

日本語の文法Ⅰ ２

日本語の文法Ⅱ ２

日本語の歴史Ⅰ ２

日本語の歴史Ⅱ ２

日本語表現論Ⅰ ２

日本語表現論Ⅱ ２

日本文学概論Ⅰ ２

日本文学概論Ⅱ ２

日本文学史Ⅰ ２

日本文学史Ⅱ ２

古典文学Ⅰ ２

古典文学Ⅱ ２

近代文学Ⅰ ２

近代文学Ⅱ ２

現代文学Ⅰ ２

現代文学Ⅱ ２

漢文Ⅰ ２

漢文Ⅱ ２

代数学Ⅰ ２

代数学Ⅱ ２

代数学Ⅲ ２

論理数学 ２

幾何学Ⅰ ２

幾何学Ⅱ ２

幾何学Ⅲ ２

グラフ理論 ２

解析学Ⅰ ２

解析学Ⅱ ２

解析学Ⅲ ２

基礎数学 ２

数値計算法 ２

確率論 ２

統計学Ⅰ ２

統計学Ⅱ ２

専

門

科

目

初等教育コース科目

別表５　Ｐ．42 専門科目　（教育学部・初等教育）

注）着色の詳細は、学則の表紙に記載



必修 選択 自由

科目
区分

授業科目の名称
単位数

備考

数理統計学 ２

データ処理演習Ⅰ ２

データ処理演習Ⅱ ２

情報技術基礎 ２

スポーツ方法実習(陸上競技) １

スポーツ方法実習(体操) １

スポーツ方法実習(水泳) １

スポーツ方法実習(柔道) １

スポーツ方法実習(剣道) １

スポーツ方法実習(ダンス・体つくり運動) １

スポーツ方法実習(バレーボール) １

スポーツ方法実習(バスケットボール) １

スポーツ方法実習(ベースボール) １

体育原理 ２

スポーツ心理学 ２

体育経営管理学 ２

スポーツ社会学 ２

スポーツ史 ２

スポーツ運動学（運動方法学を含む） ２

生理学(運動生理学を含む) ２

衛生学・公衆衛生学 ２

小児保健 ２

学校精神保健 ２

学校保健学(学校安全等を含む) ２

救急対応Ⅰ ２

スポーツ栄養学 ２

保育原理 ２

子ども家庭福祉 ２

社会福祉 ２

社会的養護Ⅰ ２

社会的養護Ⅱ ２

保育者論 ２

家族の支援と心理 ２

子どもの生活と遊び（環境の具体的展開） ２

子どもの生活と遊び（表現の総合的展開） ２

子どもの理解と援助 ２

子どもの保健 ２

子どもの健康と安全 ２

子どもの食と栄養 ２

子ども家庭支援論 ２

保育の計画と評価 ２

乳児保育Ⅰ ２

乳児保育Ⅱ ２

障害児保育 ２

子育て支援の実際 ２

子どもと音楽 １

子どもと造形 １

保育実習Ⅰ－Ａ ２

保育実習Ⅰ－Ｂ ２

保育実習Ⅱ ２

保育実習Ⅲ ２

保育実習指導Ⅰ－Ａ １

保育実習指導Ⅰ－Ｂ １

保育実習指導Ⅱ １

保育実習指導Ⅲ １

保育教職実践演習 ２

在宅保育論 ２
臨床心理学概論 ２
青年心理学 ２
学習・言語心理学 ２
学習心理学 ２
家族臨床心理学 ２
司法・犯罪心理学Ⅰ ２
司法・犯罪心理学Ⅱ ２

専

門

科

目

初等教育コース科目

こども教育コース科目

別表５　Ｐ．43 専門科目　（教育学部・初等教育）

注）着色の詳細は、学則の表紙に記載















































































































































教職課程に関する科目

必修 選択 自由

保育内容の指導法(健康Ⅰ) ２
保育内容の指導法(人間関係Ⅰ) ２
保育内容の指導法(環境Ⅰ) ２
保育内容の指導法(言葉Ⅰ) ２
保育内容の指導法(表現Ⅰ) ２
教科指導法(国語) ２ ※

教科指導法(社会) ２ ※

教科指導法(算数) ２ ※

教科指導法(理科) ２ ※

教科指導法（生活） ２ ※

教科指導法(音楽) ２ ※

教科指導法(図画工作) ２ ※

教科指導法(家庭) ２ ※

教科指導法(体育) ２ ※

教科指導法(英語) ２ ※

国語科教育法Ⅰ ２
国語科教育法Ⅱ ２
国語科教育法Ⅲ ２
国語科教育法Ⅳ ２
社会科・地理歴史科教育法Ⅰ ２
社会科・地理歴史科教育法Ⅱ ２
社会科・公民科教育法Ⅰ ２
社会科・公民科教育法Ⅱ ２
数学科教育法Ⅰ ２
数学科教育法Ⅱ ２
数学科教育法Ⅲ ２
数学科教育法Ⅳ ２
書道科教育法Ⅰ ２
書道科教育法Ⅱ ２
保健体育科教育法Ⅰ ２
保健体育科教育法Ⅱ ２
保健体育科教育法Ⅲ ２
保健体育科教育法Ⅳ ２
情報科教育法Ⅰ ２
情報科教育法Ⅱ ２
商業科教育法Ⅰ ２
商業科教育法Ⅱ ２
English TeachingⅠ ２
English TeachingⅡ ２
English TeachingⅢ ２
English TeachingⅣ ２
教育原理 ２ ※

教職論 ２ ※

教育の制度と経営 ２ ※

心身の発達と学習過程 ２ ※

特別支援教育基礎論 ２ ※

幼児教育課程論 ２
教育課程論 ２ ※

道徳教育の理論と指導法 ２ 中免のみ ※

総合的な学習の時間および特別活動の指導法 ２ ※

ICT活用と教育の方法及び技術 ２ ※

幼児理解の理論と方法 ２ ※

生徒指導・進路指導論 ２ ※

教育相談 ２ ※

初等教育実習演習1（事前指導） ２
初等教育実習演習2（事前指導） ２
初等教育実習Ⅰ（事後指導を含む） ４
初等教育実習Ⅱ（事後指導を含む） ４
初等教育実習Ⅲ（事後指導を含む） ２
中等教育実習演習（事前指導） ２
中等教育実習Ⅰ（事後指導を含む） ４
中等教育実習Ⅱ（事後指導を含む） ２
養護実習演習（事前指導） １
養護実習（事後指導を含む） ４
保育教職実践演習 ２
教職実践演習 ２
教職実践演習(養護教諭) ２

文学部 ・外国語学部（国際日本学科を除く）・教育学部・経済学部（国際経済学科・地域経済学科
を除く）・法学部（政治学科を除く）・医療技術学部スポーツ医療学科
科目
区分

授業科目の名称
単位数

備考

保
育
内
容

の
指
導
法

各
教
科
の
指
導
法

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等

別表５　Ｐ．114 教職課程

注）着色の詳細は、学則の表紙に記載



必修 選択 自由

特別支援教育総論 ２ ※

肢体不自由児の心理・生理・病理 ２
病弱児の心理・生理・病理 ２
知的障害者教育概論 ２
知的障害者指導法 ２
肢体不自由者（重複）の指導法 ２
病弱者（重複）の指導法 ２
知的障害教育課程論 ２
障害児(肢)の心理 ２
知的障害者等の心理・生理・病理 ２
視覚障害教育概論 １
聴覚障害教育概論 １
重複障害（自閉症等）教育概論 １
LD等教育総論 ２ ※

障害児教育実習指導 １
障害児教育実習 ２
日本国憲法 ２
スポーツ実技Ⅰ １ ※

スポーツ実技Ⅱ １ ※

英語Ⅲ １ ※

英語Ⅳ １ ※

現代英語Ⅰ １ ※

現代英語Ⅱ １ ※

現代英語Ⅲ １ ※

現代英語Ⅳ １ ※

Speaking/ListeningⅠ １ ※

Speaking/ListeningⅡ １ ※

フランス語会話Ⅰ １ ※

フランス語会話Ⅱ １ ※

ドイツ語会話Ⅰ １ ※

ドイツ語会話Ⅱ １ ※

スペイン語会話Ⅰ １ ※

スペイン語会話Ⅱ １ ※

中国語会話Ⅰ １ ※

中国語会話Ⅱ １ ※

コリア語会話Ⅰ １ ※

コリア語会話Ⅱ １ ※

基礎英語Ⅰ １ ※

基礎英語Ⅱ １ ※

教育情報リテラシー ２
音楽実技 １ ※

保育内容総論 ２ ※

「教科に関する専門的事項」及び「領域に関する専門的事項」は、学部又は学科ごとに定める科目を履修するものとする。

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則

第
6
6
条
の
6
に
定
め
る
科
目

大
学
が
独

自
に
設
定

す
る
科
目

※当該科目は、各学科の共通教育科目及び専門科目では必修科目又は選択科目として扱われる。

備考
科目
区分

授業科目の名称
単位数

別表５　Ｐ．115 教職課程





























帝 京 大 学  学 位 規 程 

（目 的） 

第１条 この規程は、帝京大学学則および帝京大学大学院学則に定めるもののほか、学位規

則（昭和２８年４月１日文部省令第９号）に基づき、帝京大学（以下、「本学」という）

が授与する学位について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位の種類） 

第２条 本学において授与する学位は、学士、修士、教職修士、公衆衛生学修士および博士

とする。 

２ 学士の種類は、次のとおりとする。 

学 士 （日本文化学） 

学 士 （史学） 

学 士 （社会学） 

学 士 （心理学） 

学 士 （外国語学） 

学 士 （国際日本学） 

学 士 （教育学） 

学 士 （経済学） 

学 士 （国際経済学） 

学 士 （経営学） 

学 士 （法学） 

学 士 （医学） 

学 士 （薬学） 

学 士 （工学） 

学 士 （理学） 

学 士 （データサイエンス） 

学 士 （視能矯正学） 

学 士 （看護学） 

学 士 （医療技術学） 

学 士 （スポーツ医療学） 

学 士 （理学療法学） 

学 士 （作業療法学）  

３ 修士の種類は、次のとおりとする。 

修 士 （文学） 

修 士 （心理学） 

修 士 （経済学） 

修 士 （経営学） 



修 士 （経営情報学） 

修 士 （地域経済政策学） 

修 士 （法律学） 

修 士 （理工学） 

修 士 （工学） 

修 士 （視能矯正学） 

修 士 （看護学） 

修 士 （診療放射線学） 

修 士 （臨床検査学） 

修 士 （救急救護学） 

修 士 （スポーツ健康科学） 

修 士 （柔道整復学） 

修 士 （学術） 

修 士 （診療放射線科学） 

４ 教職修士の種類は、次のとおりとする。 

教職修士 （専門職） 

５ 公衆衛生学修士の種類は、次のとおりとする。 

公衆衛生学修士（専門職） 

６ 博士の種類は、次のとおりとする。 

博 士 （医学） 

博 士 （文学） 

博 士 （心理学） 

博 士 （薬学） 

博 士 （経済学） 

博 士 （経営学） 

博 士 （経営情報学）  

博 士 （法律学） 

  博 士 （理学） 

博 士 （工学）  

博 士 （視能矯正学） 

博 士 （看護学） 

博 士 （診療放射線学） 

博 士 （臨床検査学） 

博 士 （学術） 

博 士 （診療放射線科学） 

博 士 （公衆衛生学） 

（学位授与の要件） 



第３条 本学の学部を卒業した者および大学院各研究科の課程を修了した者には、本学学

則および大学院学則の定めるところにより、前条の学位を授与する。 

２ 前項に定める者のほか、本規程の定めるところにより、本学大学院の博士課程を経

ない者であっても、論文を提出して、本学大学院研究科委員会（以下、「研究科委員

会」という）が行う博士論文の審査に合格し、かつ、専攻学術に関し、本学大学院各

研究科の博士課程を修了して博士の学位を授与される者と同等またはそれ以上の学

識を有することが確認（以下、「学力の確認」という）された場合には、前条の博士

を授与することができる。 

（学位の申請） 

第４条 前条第１項の規定に基づき学位論文の審査を申請しようとする者は、学位申請書

に学位論文、論文目録のほか研究科委員会が必要と認めたものおよび審査料を添えて

学長に提出しなければならない。 

２ 前条第２項の規定により博士の学位を申請する者は、学位申請書に学位論文、論文

目録、履歴書のほか研究科委員会が必要と認めたものおよび審査料を添えて学長に

提出しなければならない。 

３ 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得したのみ

で退学した者が、再入学しないで博士の学位の授与を申請するときも、前項の規定に

よる｡ただし、退学後３年以内に論文を提出するときは、審査料に限り本条第１項の

規定によるものとする。 

４ 審査料は別に定める。 

５ 前各項の規定により受理した論文および納付した審査料は、これを返却しない。 

（学位論文） 

第５条 前条の規定により提出する学位論文は一編とし、その提出部数については、研究科

委員会の定めるところによる。 

２ 審査のため必要があるときは､参考として他の論文､訳本又は標本等､その他の参考

資料となるものを提出させることができる｡ 

（学位申請の受理） 

第６条 第４条の規定により、学位の申請があったときは、学長は関係のある研究科委員会

の意見を聴き、これを受理するか否かを決定する。ただし、第３条第１項の規定に該当

する者の申請はすべて受理するものとする。 

（研究科委員会の指定） 

第７条 学長は、前条の規定により受理することに決定した学位論文を、該当する研究科 

  委員会の審査に付する。 

（審査委員会） 

第８条 前条の規定により学位論文の審査を付託された研究科委員会は、審査委員会を設 

  ける。審査委員選定については、学長の承認を得るものとする。 

２ 審査委員会は、当該研究科所属の教授３名以上の審査委員で組織する。ただし、研



究科委員会が必要と認めたときは、当該研究科所属の助教以上の教員を審査委員に委

嘱することができる。その場合、教授１名以上を含むものとする。 

３ 研究科委員会が必要と認めたときは、当該研究科所属以外の本学教員または他大

学の大学院、研究所の教員等を審査委員に委嘱することができる。ただし、当該研究

科所属の教授１名以上を含むものとする。 

（学力の確認） 

第９条 審査委員会は、論文の審査、最終試験等により学力の確認を行う。 

 （審査の方法） 

第１０条 第３条第１項の規定により学位（修士または博士）を申請した者については、学

位論文を中心として、これに関連ある授業科目その他について最終試験を行う。 

２ 第３条第２項の規定により学位を申請した者については、主論文を中心にした審

査を行うと共に、本学大学院当該研究科の博士課程を修了した者と同等またはそれ

以上の学力を有することを確認するための試験を行う。 

３ 第１項の試験は口頭または筆答による｡ 

４ 第４条第３項の規定により学位を申請する者が、退学後、所定の年限内に学位論文

を提出した際には、第２項の規定に基づく試験を免除することができる。 

 （審査期間） 

第１１条 第４条第２項または第３項の規定により論文が提出されたときは、原則として

提出の日から６ヶ月以内に、論文の審査、試験等により学力の確認を終了しなければな

らない。ただし、特別の事由があるときは、研究科委員会の議を経て、その期間を１年

以内に限り延長することができる。 

 （審査委員会の報告） 

第１２条 審査委員会は、論文の審査、最終試験等により学力の確認を終了したときは、直

ちに論文審査の要旨、最終試験等による学力の確認結果の要旨に学位を授与できるか

否かの意見を添えて、研究科委員会に文書で報告しなければならない。 

２ 審査委員会は、論文審査の結果、その内容が著しく不良であると認めるときは、試

験等による学力の確認を行わないことができる。この場合には、審査委員会は、前項

の規定にかかわらず、最終試験等による学力の確認結果の要旨を添付することを要

しない。 

 （研究科委員会の審議） 

第１３条 研究科委員会は、前条第１項の報告に基づいて審議し、学位を授与すべきか否か

を議決する。 

２ 前項の議決をするには、委員全員の１／２以上の出席を必要とし、出席委員の２／

３以上の賛成がなければならない。ただし、学長の出張命令による出張のため出席す

ることができない委員は、委員の数に算入しない｡ 

３ 経済学研究科、法学研究科、文学研究科、外国語研究科および教職研究科について

は、前項の規定にかかわらず、委員全体の１／２以上の出席を必要とし、出席委員の



１／２以上の賛成をもって議決するものとする。 

（研究科委員会委員長の報告） 

第１４条 研究科委員会が前条の議決をしたときは、当該研究科委員会の委員長は、その結

果を学位論文、論文審査の要旨、最終試験等による学力の確認結果の要旨と共に文書で

学長に報告しなければならない。ただし、第１２条第２項の規定により最終試験等によ

る学力の確認を行わないこととしたことにより学位を授与できないものと議決したと

きには、最終試験等による学力の確認結果の要旨を添付することを要しない。 

（学位の授与） 

第１５条 学長は、研究科委員会の議決に基づいて、第３条第１項の規定による者について

は大学院当該課程の修了の可否、第３条第２項の規定による者については、その論文の

合否を決定し、合格者には学位を授与する。不合格者には、その旨を通知する。 

（学位論文の要旨等の公表） 

第１６条 本学は、博士の学位を授与したときは、学位を授与した日から３か月以内に、そ

の学位論文の内容の要旨および審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表

する。 

（学位論文の公表） 

第１７条  博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内に、その学位論

文を公表しなければならない。ただし、すでに公表している場合にはこの限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合には、研究科委員会の委員

長の承認を得て、当該論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表すること

ができる。この場合、当該研究科は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するも

のとする。 

３ 前２項の規定により学位論文を公表する場合には、帝京大学審査学位論文である

旨を明記し、インターネットの利用により行うものとする。 

 （学位授与の取り消し） 

第１８条 学士、修士、教職修士、公衆衛生学修士または博士の学位を授与された者が、そ

の名誉を汚す行為をしたとき、または不正の方法により学位の授与を受けた事実が判

明したときは、学長は、教授会または研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、

学位記を返却させ、かつ、その旨を公表する。 

２ 研究科委員会において前項の議決をする場合には、第１３条第２項の規定を準用

する。 

 （学位記の再交付） 

第１９条 学位記の再交付は原則として行わない。ただし、やむを得ない事由があり、学位

記の再交付を受けようとするときは、その事由を記載した申請書に再交付手数料を添

えて、学長に願い出なければならない。 

２ 学位記再交付手数料は別に定める。 

（登 録） 



第２０条 本学において学位を授与したときは、学長は学位簿に登録し、博士の学位を授与

したときは、学位を授与した日から３か月以内に、その旨を文部科学大臣に報告するも

のとする｡ 

 （学位記および関係書類の様式） 

第２１条 学位記の様式は、別表のとおりとする。 

２ 学位申請関係書類の様式は､研究科委員会の定めるところによる｡ 

３ 第３条の規定により学位授与される者のうち、在留資格が留学の場合は、和文学位

記と併せ英文学位記を授与することができる。 

第２２条 この規程の改正には、教授会または研究科委員会の意見を聴き学長が行う。ただ

し、学長は理事長の承認を得るものとする。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、１９８６（昭和６１）年４月から施行する。 

２ この規程は、１９９１（平成３）年９月から施行する。 

３ この規程は、１９９４（平成６）年４月から施行する。 

４ この規程は、１９９９（平成１１）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、学士（日本アジア言語文化学）、学士（米英言語文

化学）、修士（文学）および博士（文学）の部分については、１９９９（平成１１）年

度入学者より実施する。 

５ この規程は、２０００（平成１２）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、修士（理工学）の部分については、２０００（平成

１２）年度入学者より実施する。 

６ この規程は、２００１（平成１３）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、修士（心理学）・修士（国際総合文化学）の部分に

ついては、２００１（平成１３）年度入学者より実施する。 

７ この規程は、２００２（平成１４）年１１月から施行する。 

８ この規程は、２００３（平成１５）年９月から施行する。 

９ この規程は、２００４（平成１６）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、学士（視能矯正学）・修士（経営学）・修士（経営情

報学）・博士（理学）・博士（工学）の部分については、２００４（平成１６）年度入学

者より実施する。 

１０ この規程は、２００５（平成１７）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、学士（日本文化学）・学士（看護学）・学士（医療技

術学）・学士（理学療法学）・学士（作業療法学）の部分については、平成１７年度入学

者より実施する。 

１１ この規程は、２００６（平成１８）年４月から施行する。 



ただし、この規程の第２条のうち、修士（視能矯正学）・博士（視能矯正学）の部分に

ついては、２００６（平成１８）年度入学者より実施する。 

１２ この規程は、２００７（平成１９）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、学士（外国語学）・学士（スポーツ医療学）の部分

については、２００７（平成１９）年度入学者より実施する。 

１３ この規程は、２００７（平成１９）年１０月から施行する。 

１４ この規程は、２００９（平成２１）年４月から施行する。 

  ただし、この規程の第２条のうち、修士（看護学）、修士（診療放射線学）、修士（臨床

検査学）、教職修士（専門職）および博士（看護学）、博士（診療放射線学）、博士（臨

床検査学）の部分については、２００９（平成２１）年度入学者より実施する。 

１５ この規程は、２０１１（平成２３）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、修士（学術）、公衆衛生学修士（専門職）および博

士（学術）の部分については、２０１１（平成２３）年度入学者より実施する。 

１６ この規程は、２０１２（平成２４）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、修士（柔道整復学）の部分については、２０１２（平

成２４）年度入学者より実施する。 

１７ この規程は、２０１３（平成２５）年４月から施行する。 

１８ この規程は、２０１４（平成２６）年４月１日から施行する。 

なお、改正前の大学院学則第６条に定める大学院薬学研究科博士後期課程の廃止に伴

う経過措置として、本薬学研究科博士後期課程に関する本規程第３条２項に規定する

本学大学院の博士課程を経ない者に対する博士の学位の授与については、同条１項に

規定する本学大学院薬学研究科博士課程の課程を経た者に対する最初の博士の学位が

授与されるまでの間は有効とするものとする。その場合の審査基準及び審査方法につ

いては、本規程第４条２項に準ずるものとする。 

１９ この規程は、２０１５（平成２７）年１０月から施行する。 

２０ この規程は、２０１６（平成２８）年１月から施行する。 

２１ この規程は、２０１６（平成２８）年４月から施行する。 

  ただし、この規程の第２条のうち、修士（地域経済政策学）の部分については、２０１

６（平成２８）年度入学者より実施する。 

２２ この規程は、２０１８（平成３０）年４月から施行する。 

  ただし、この規程の第２条のうち、学士（国際経済学）、修士（診療放射線科学）、修士

（救急救護学）、博士（診療放射線科学）の部分については、２０１８（平成３０）年

度入学者より実施する。 

２３ この規程は、２０１９（令和元）年５月１日から施行する。 

２４ この規程は、２０２０（令和２）年１月１日から施行する。 

なお第２１条第３項および別表１、４の英文学位記の授与対象は、２０１６（平成２８）

年度以降入学の者とする。 



２５ この規程は、２０２１（令和３）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、修士（スポーツ健康科学）の部分については、２０

２１（令和３）年度入学者より実施する。 

２６ この規程は、２０２２（令和４）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、学士（国際日本学）の部分については、２０２２（令

和４）年度入学者より実施する。 

２７ この規程は、２０２５（令和７）年４月から施行する。 

ただし、この規程の第２条のうち、学士（データサイエンス）の部分については、２０

２５（令和７）年度入学者より実施する。 
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